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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年２月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２９年２月１９日 ０９時１４分ごろ 

発生場所 不明（千葉県九十九里浜沖） 

事故の概要  引船第１１光
こう

運
うん

丸は、台船６２１号をえい
．．

航して南西進中、第１１

光運丸が転覆した。 

第１１光運丸は、船長及び甲板員１人が行方不明となり、甲板員１

人が負傷し、機関、航海計器等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 引船 第１１光運丸、１９トン 

２７０－４１４９２東京、二光商運株式会社（Ａ社） 

１４.００ｍ（Lr）×５.４０ｍ×１.９５ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,１１７kＷ（合計）、平成９年４月 

Ｂ 台船 ６２１号、総トン数なし 

なし、Ａ社 

６０ｍ×２０ｍ×３ｍ、鋼 

機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成６年７月１４日 

  免許証交付日 平成２６年４月２３日 

（平成３１年４月２９日まで有効） 

甲板員Ａ１ 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士 

 免許登録日 平成２３年５月２０日 

  免許証交付日 平成２８年５月１６日 

（平成３３年５月１９日まで有効） 

甲板員Ａ２ 男性 ４８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成１６年５月２７日 
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  免許証交付日 平成２５年５月３０日 

（平成３１年５月２６日まで有効） 

 死傷者等 死亡（船長、甲板員Ａ１）、軽傷（甲板員Ａ２） 

 損傷 Ａ 機関、航海計器等に濡損 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、水温 約１４℃ 

 事故の経過  Ａ船は、船長及び甲板員２人が乗り組み、無人のＢ船をえい
．．

航し、

平成２９年２月１８日１４時００分ごろ福島県いわき市小名浜港を出

港して京浜港東京区に向け、約３ノットの対地速力で自動操舵により

航行した。 

Ａ社担当者は、１９日０６時００分ごろ船長に電話し、船長からＡ

船が千葉県銚子市犬吠埼北方を航行しており、天候等に問題はないと

の連絡を受けた。 

甲板員Ａ２は、０７時５０分ごろ航海当直の時間になったので、昇

橋したところ、位置は不明であったがＡ船が犬吠埼を通過して南西進

しており、舵輪後方の長椅子の中央部に腰を掛けて操船していた船長

から引き続き操船すると告げられた。 

甲板員Ａ２は、Ａ船に初めて乗船し、波が高かったので船長が操船

を続けてくれるものと思い、長椅子の右舷側に腰を掛けた。 

Ａ社担当者は、０８時５１分ごろ、船長から犬吠埼を通過したとこ

ろ、波が高くなったとの電話連絡を受けた。 

甲板員Ａ２は、船長から北西の風が約１０m/s、波高が約２ｍあると

思うので気象情報を調べるように指示され、海上保安庁の沿岸域情報

提供システム（ＭＩＣＳ）の情報により、犬吠埼及び勝浦灯台の風速

が約８m/sであることを船長に報告した。 

甲板員Ａ２は、Ａ船が、横揺れすると共に船首が左舷側に振れなが

ら航行し、海水が後部甲板に打ち込んで滞留している状況を認め、不

安を感じていたところ、０９時００分ごろ、上甲板下の船室で休息し

ていた甲板員Ａ１が操舵室後方の通路に上がって来て後方を見ている

のを目撃した。 

甲板員Ａ２は、船長が、反航船に対する操船方法を教えようとし

て、自動操舵装置の針路設定ダイヤルで大きく左舵を取った後、右舵

を取って南西進しようとしたところ、自動操舵が効かなくなったと言

ったのを聞いた。 

甲板員Ａ２は、船長が手動操舵に切り換えて右舵を取っていたと

き、舵輪を回すのが大変そうに見えたので、一緒に舵輪を回したが、

舵がすごく重いと感じた。 

甲板員Ａ２は、０９時１０分ごろ船長からＡ社担当者に電話するよ

う指示され、船長が、操舵機の油圧が原因かもしれないが自動操舵装
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置に不具合が生じ、舵が重いものの手動操舵により航行しており、大

丈夫であるとの意向を伝えたところ、Ａ社担当者から、安全に航行す

るようにとの指示を受け、船長に伝えた。 

Ａ船は、０９時１４分ごろ、甲板員Ａ２が、引船を手配してもらう

ように船長に指示され、その旨Ａ社担当者に連絡した後、間もなくし

て左舷側に転覆した。 

甲板員Ａ２は、船長と共に操舵室左舷側扉の窓を割って船外に脱出

し、付近海面に浮いていたところ、離れていく船長を見失い、船底に

上がって落水しないように舵のシューピース部につかまって救助を待

った。 

Ａ社担当者は、引船手配の要請を受け、直ちに海運各社に用船の打

診を始めたもののなかなか業者が見つからず、断続的に乗組員３人に

電話を掛けても通じなかったが、沖合を航行していて電波が入らない

のだろうと思っていた。 

Ａ社担当者は、引船の手配を終えた後、乗組員３人への連絡が一向

に取れなかったので、１２時１５分ごろ１１８番通報を行った。 

Ａ船及びＢ船は、１３時５５分ごろ海上保安庁の巡視艇に発見さ

れ、Ａ船は、巡視船がえい
．．

航中に沈没し、後日引き揚げられて解体処

分され、Ｂ船は、えい
．．

航中にえい
．．

航索が切断して漂流していたとこ

ろ、１週間後、Ａ社が手配した引船及びＡ社所有の引船により京浜港

東京区の係留場所にえい
．．

航された。 

甲板員Ａ２は、海上保安庁の特殊救難隊に救助された後、病院に搬

送され、低体温症及び両手の切創と診断された。 

船長及び甲板員Ａ１は、海上保安庁等により捜索が続けられたが、

発見されずに行方不明となり、後日、死亡認定により除籍された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ Ａ船のＢ船えい
．．

航状況概略

図、写真１ Ａ船 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、Ｂ船の船首部両舷に係止した長さ約３０ｍの２本のワイヤ

に、シャックルを介してＡ船の船尾から伸ばした直径約８０mm、長さ

約１５０ｍのナイロン製のえい
．．

航索を繋
つな

ぎ、Ｙ字状にえい
．．

航索を取っ

てＢ船をえい
．．

航していた。 

甲板員Ａ２は、船長から、波が高いときは斜め前方から波を受けて

操船するように指導されていた。 

甲板員Ａ２は、本事故時、Ａ船が南西進し、台船が正船尾方をまっ

すぐえい
．．

航されているのを視認していた。 

甲板員Ａ２は、Ａ船が右舷側から横波を受けて一瞬にして転覆した

ものと本事故後に思った。 

甲板員Ａ２は、シューピース部につかまって救助を待っていると

き、舵板が船首尾線上に平行であったのを視認していた。 

甲板員Ａ２は、長袖Ｔシャツ、作業ズボン及び救命胴衣を着用して
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おり、船長及び甲板員Ａ１が厚手のジャンパーを着用しているのを見

掛けていた。 

Ａ船の操舵機油圧ポンプは、左舷機の前部出力取出し軸からプーリ

及びＶベルトを介して駆動されていたが、引揚げ時、Ｖベルトがプー

リから外れていた。 

Ａ船の舵及び自動操舵装置は、平成２８年３月及び１１月に整備業

者により整備が行われ、本事故前、正常に作動していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、風力５の西北西風と波高約２ｍの波を右舷に受ける状況

下、Ｂ船をえい
．．

航して九十九里浜沖を南西進中、左舷側に傾斜して転

覆したものと考えられる。 

 Ａ船は、本事故発生前、操舵機の油圧系統に不具合を生じていたこ

とが、波を斜め前方から受けて航行しようとしていた船長の操船に影

響した可能性があると考えられるが、Ａ船が転覆に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因 本事故は、Ａ船が、風力５の西北西風と波高約２ｍの波を右舷に受

ける状況下、Ｂ船をえい
．．

航して九十九里浜沖を南西進中、左舷側に傾

斜して転覆したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・航行中、気象・海象が悪化した場合は、早期に避難すること。 

・転覆のおそれがある場合などには、あらかじめ救命胴衣等の適切

な着用を心掛けること。 

・長時間乗組員と連絡が取れないなどの異変が発生した際は、早期

に１１８番通報することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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付図２ Ａ船のＢ船えい
．．

航状況概略図 
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